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アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の一部を改正する件について
（通知）

アレルギー疾患対策基本法（平成 26年法律第98 号。以下「法」という。） 第
11条第1項に基づき策定された、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な
指針（平成 29年厚生労働省告示第76 号。以下「アレルギー疾患対策基本指針」
という。）については、同条第6項において、少なくとも5年ごとに検討を加え、
必要に応じて改正することとされている。

これを踏まえ、本日、アレルギー疾患対策基本指針の一部を下

記

の通り改正
し、告示の日（令和4年3月14日）から適用することとしたので、内容につい
て御了知の上、法第5条に規定する地方公共団体の責務にのっとり、地域の実
情に基づき、管内市

区
町村、医療関係者、アレルギー疾患患者等及びその他の

関係者と連携のうえ、より一層のアレルギー疾患対策の推進を図られるようお
願いする。また、管内の関係団体、関係機関等に対し、改正内容の周知徹底を
お願いする。

記

第一 改正の趣旨
法第11条第6項の規定に基づき、アレルギー疾患対策基本指針の見直

しを行い、その一部を改正する。

第二改正の内容
アレルギー疾患対策推進協議会の議論も踏まえ、
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